





令和７年度（２０2５）
甲府市介護サービス指定候補事業者公募要領
【再公募】








甲府市
令和７年１１月



１　公募の趣旨
甲府市では、「第９次甲府市介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）」に基づき、介護サービスの基盤整備を進めています。
本公募は、この計画に基づき、地域密着型サービスの拠点を整備・運営する指定候補事業者を選定するものです。


２　公募する介護サービスの種類と日常生活圏域

⑴　介護サービスの種類
　　① 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等からの転換）
	日常生活圏域
	整備床数

	全圏域
	10床


　　※一般型、外部サービス利用型のどちらも可。

②（広域型）介護老人福祉施設（併設する既存の短期入所生活介護からの転換）
	日常生活圏域
	整備床数

	全圏域
	14床



　　③ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
	日常生活圏域
	整備数
	登録定員

	中央・北・東圏域
	1箇所
	29人以下




⑵　日常生活圏域
	日常生活圏域
	圏域内の地区自治会連合会の区分

	西圏域
	穴切地区、貢川地区、石田地区、池田地区、新田地区

	中央圏域
	富士川地区、相生地区、春日地区、新紺屋地区、朝日地区

	北圏域
	北新地区、相川地区、千塚地区、羽黒地区、千代田地区、能泉地区、宮本地区

	南圏域
	湯田地区、伊勢地区、国母地区、山城地区、大里地区、大国地区、
住吉地区、中道地区、上九一色地区

	東圏域
	琢美地区、東地区、里垣地区、玉諸地区、甲運地区




⑶　整備年度
　　　　令和７年度中（令和８年3月31日まで）

３　応募資格
応募事業者は、次の要件を全て満たすことが必要となります。

⑴　共通事項
①　介護保険法、老人福祉法、都市計画法、建築基準法、消防法その他の関連する法令及び本市条例の基準を満たしているか、又は満たす見込みであること。
②　申請者は、応募時点で法人格を有し、現に介護保険サービス事業を1年以上
実施していること、又はそれと同等に事業を円滑に実施できる見込みであること。
③　介護保険法による指定事業者の欠格事項に該当しないこと。
④　過去に本市が公募において選定した事業者については、選定された事業計画内容を履行していること。ただし、止むを得ない理由と認められる場合はこの限りではない。（事業所を休止及び廃止若しくは開所を遅延している場合も不履行となります。）
⑤　土地・建物について、賃貸借物件を使用して事業を実施する場合は、賃貸借契約期間は10年以上とし、契約期間満了時に双方異議ない場合には、契約が自動更新される旨の記載がある契約であること。また、市の補助金を受ける場合は、30年以上の契約であること。
⑥　法人及びその代表者に国税及び地方税の滞納がないこと。
⑦　整備予定地が土砂災害警戒区域に該当しないこと。
⑧　運営事業者 （法人の役員等）及び整備事業に関わる者が、甲府市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員、又はその関係者でないこと。
⑨　令和７年度中に整備・開設できる事業者であること。
⑩　この公募要領に定めるほか、「甲府市介護サービスの整備に関する基本方針及び整備計画（以下「整備計画」という。）」及び「甲府市介護サービス指定候補者の公募に関する取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）」に準ずること。


⑵　地域密着型特定施設入居者生活介護 （有料老人ホーム等からの転換）
①　応募時点において、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であること。
②　有料老人ホームに該当する場合は、「甲府市有料老人ホーム設置運営指導指
針」に適合していること。
③　サービス付き高齢者向け住宅として応募する場合は、有料老人ホームに該当す
るものであり、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する
法令施行規則（平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号）」等関係法令に
よる登録基準に適合していること。
　　④　要介護状態の方が利用する地域密着型特定施設入居者生活介護には、消防用設備等の設置が義務づけられているため、事前に消防署に相談すること。


⑶　広域型介護老人福祉施設 （併設する既存の短期入所生活介護からの転換）
　　①　本体の広域型介護老人福祉施設に入所申込者がいること。
　　②　併設する短期入所生活介護の過去1年間の平均稼働率（※）が低い（概ね70％以下）こと。
· この場合の稼働率は、30日以上の利用者を除いたものとする。
　　③　転換後に確実に広域型介護老人福祉施設の設備・運営基準等に合致すること。
　　④　ユニット型施設については、ユニット単位、従来型（多床室）施設については、居室単位の転換であること。
　　　a　従来型の短期入所生活介護を転換する場合で、本体の広域型介護老人福祉施設が従来型である場合は、居室単位の転換であること。
　　　b　従来型の短期入所生活介護を転換する場合で、本体の広域型介護老人福祉施設がユニット型である場合は、転換する部分をユニット型に改修すること、かつ、改修した後のユニット単位の転換であること。
c　ユニット型の短期入所生活介護を転換する場合は、本体の広域型介護老人福祉施設がユニット型であること、かつ、ユニット単位の転換であること。
　　⑤　既存の短期入所生活介護の利用者に影響を及ぼさない配慮がされていること。
・広域型介護老人福祉施設への転換を行っても短期入所生活介護のニーズに対
応することができるような体制を確保していること。
・転換する床数（以上も可）については、空床型の短期入所生活介護の指定を受
けること。
　　⑥　転換にあたり、短期入所生活介護の新設・増床は行わないこと。
⑦　応募時に短期入所生活介護開設後３年以上経過した施設を転換する計画であること。
⑧　転換に際しては、人員の確保にも留意し、転換後に人員不足で稼働できないことがないようにすること。


⑷　看護小規模多機能型居宅介護 （複合型サービス）
①　有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設しないこと。
　　②　住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。








４　指定候補事業者の選定及び決定
指定候補者は、甲府市介護サービス指定候補事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において選定し、市長が決定します。

⑴　審査方法
1  第一次審査
応募申請書による書類審査とし、「甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」、「甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び公募要領等に基づき審査します。
②　第二次審査
第二次審査は、第一次審査に合格した応募事業者を対象に事業提案書によるプレゼンテーション及び面接考査により審査します。
・応募申請書、プレゼンテーション及び面接考査の結果を評価し、別に定める甲府市介護サービス指定候補事業者審査基準表（以下「審査基準表」という。）に基づいて採点を行い、選定委員会の委員の平均点が最も高い応募事業者を指定候補事業者として選定します。
・審査の結果、選定委員会の委員の平均点が配点の60％未満である場合には、応募事業者が1事業者の場合であっても、不選定とします。


⑵　事業提案書
①　事業提案書に記載される内容は、事業候補者として選定された場合、実現可能であること。
②　事業提案書については、（様式4）を使用すること。
③　事業提案書の評価項目については、審査基準表内の「評価項目に対する具体的な内容」について、提案をしてください。
提案内容については、フォント「HGSｺﾞｼｯｸM」、ポイント「11」とし、具体的かつ簡潔に30ページ以内で記載してください。
④　挙証資料（マニュアル、マニュアル（案）、実績等）がある場合は、実現可能性を判断する重要な材料となるため必ず添付してください。（上記③には、含みません。）


⑶　プレゼンテーション及び面接考査
1 開催日：令和８年１月（下旬）（決定次第周知します。）
②　方法：提案者のプレゼンテーション方式により、提出された書類に基づいて審査します。
· 「プレゼンテーション実施要領」は、一次審査合格応募事業者に別途配布します。
③　プレゼンテーションについては、審査基準表のプレゼンテーション項目について行っていただきます。その際、事業提案書の記載と違う内容でのプレゼンテーションは行うことはできません。
※　パワーポイントなど事業提案書と違う資料でプレゼンテーションを行う場合は事前に確認を行います。
※　パワーポイントなどを利用する場合は、二次審査開催予定日の１週間前までに資料の提出をお願いします。
④　事業提案書の具体的な内容の項目ごとに、応募事業者の事業に対する考え方、応募サービスに対しての理解度、記述の具体性、事業計画の内容等を総合的に審査し、採点を行います。
記載の無い項目については、評価を行うことができませんので、記載漏れ等には十分注意してください。


⑷　指定候補事業者の決定
選定委員会において選定された指定候補事業者を、市長が決定します。


⑸　選定結果の通知と公表
1 選定結果については、応募事業者に令和８年２月中旬頃に文書で通知する予定　　
です。
②　応募事業者ごとの採点結果の情報開示については、選定委員会の委員の平均点を甲府市ホームページにて掲載します。ただし、不選定となった応募事業者の名称は公表しないものとします。
③　指定候補事業者については、応募事業者名と整備予定地を公表します。


⑹　選定の辞退及び取り消し
①　選定後に辞退する場合は、辞退届けを速やかに本市に提出してください。
②　選定を辞退した場合には、特別な事情があると本市が認めた場合を除き、第９次甲府市介護保険事業計画期間中の同一サービスへの応募はできません。
③　虚偽の記載や整備計画、甲府市介護サービス指定候補事業者の公募に関する取扱要綱及び本要領に関する重大な背任行為があった場合は、選定を取り消します。
④　指定候補事業者は、応募申請書類の内容に沿って事業を実施することとします。なお、応募申請書類の内容と実際の事業計画に変更が生じた場合は、選定委員会の審議を経て、選定を取り消すことがあります。
⑤　指定候補事業者の辞退又は選定の取り消しがあった場合には、選定委員会の審議を経たうえで次点の応募事業者を指定候補事業者として選定します。
⑥　応募資格を満たしていないことが判明した場合は、不適として選定を取り消す場合があります。
⑺　その他の留意事項
①　候補者に選定されても、手続において基準に該当しない場合は、整備は行うことはできません。
2 　選定状況に関する照会には一切応じられません。
3 　介護保険サービス事業者の指定申請手続きは、原則として事業開始の１か月前までに行うようにしてください。



５　補助金
施設整備にあたっては、「山梨県地域医療介護総合確保基金」を活用し補助を受けることができます。
ただし、補助内容や金額は今後変更される場合があり、交付についても、国県の予算の範囲内となることから、交付を受けられない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
　　なお、転換予定の施設の整備時に補助金を活用している場合は、別途、事業開始の２～３か月程度前に財産処分の手続きが必要となります。


●介護サービス拠点施設等整備助成事業（ハード）
	区分
	補助単価
	単位

	看護小規模多機能型居宅介護
	39,600千円
	施設数




　●介護施設等の開設準備経費等支援事業（ソフト）
	区分
	補助単価
	単位

	地域密着型特定施設入居者生活介護
	989千円
	定員数

	（広域型）介護老人福祉施設
	989千円
	定員数

	看護小規模多機能型居宅介護
	989千円
	宿泊定員数











６　公募のスケジュール
	内容
	日程

	公募要領の配布開始
（市ホームページに掲載）
	令和７年１１月１７日

	事業者公募説明会
	令和７年１１月２７日

	事業者応募申込書の提出期間
	令和７年１２月２日～１２月２３日

	一次審査
	令和７年１２月２４日～令和８年１月９日

	二次審査（プレゼンテーション）
	令和８年１月下旬（予定）

	選定委員会開催
	令和８年１月下旬（予定）

	指定候補事業者の決定
	令和８年２月上旬（予定）

	指定候補事業者の審査結果の通知
	令和８年２月中旬（予定）

	事業所指定及び開設時期
	令和８年３月３１日まで


※時間、会場については、決まり次第、市ホームページに掲載します。



７　公募に関する質問

⑴　質問の受付方法
「介護サービス事業者公募に関する質問票」に簡潔に記入のうえ、令和７年１２月2日（火）午後5時00分までに、E-mailで事務局まで提出してください。
公平を期すため、窓口、電話等での個別の質問や期限を過ぎてからの質問にはお応えできませんのでご注意ください。


⑵　質問への回答
全体に係わるものと判断した場合は、令和７年１２月５日（金）に甲府市ホームページ上に質問及び回答の趣旨を掲載します。












８　提出書類一覧

①　地域密着型特定施設入居者生活介護　（有料老人ホーム等からの転換）
	№
	書類名
	内容等
	様式

	1
	応募申請書
	所定の様式
	様式1

	2
	法人登記簿謄本
	①３か月以内に発行されたもの
②認可法人にあっては、法人設立認可証の写し
	

	3
	開設スケジュール
	設計、工事など開設までのスケジュール
	様式2

	4
	事業計画書
	法人の概要、建築計画など
	様式3

	5
	事業提案書
	提案する事業に対する運営内容が分かるもの
	様式4

	6
	資金計画書
	提案する事業の資金計画書
（補助金の交付がないものとして作成）
	様式5

	7
	資金収支見込書
	提案する事業の収支見込書（資金・収入・人件費など）
	様式6
様式6-1
様式6-2

	8
	管理者経歴書
	管理者の経歴
※実務経験証明書を添付。必要な研修を修了している場合は修了証書の写しも添付し、修了していない場合は受講の予定を記載すること。
	様式7

	9
	決算書等
	①直近3年間の決算書類（貸借対照表、損益計算書）等
②補助金・融資・寄附等がある場合は過去3年間の内容
③損害賠償発生時に対応が可能である書類
（損害証明書等の写し）
	

	10
	納税証明書
	国税、県税、市税の過去3年間の納税証明書（設立後に決算を迎えていない法人については、法人代表者の市税等に係る過去3年間の納税証明書）
	

	11
	就業規則等
	①就業規則
②雇入れ通知書（労働基準法施行規則第5条による書面）
（①、②については、（案）の提出も可）
	

	12
	利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	苦情の対応策などの体制
	様式8

	13
	従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
	従業者の勤務体制など
	様式9
様式9-1

	14
	説明状況報告書
	地元自治会、近隣住民等に対しての説明状況
	様式10

	15
	誓約書
	介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当しない旨の誓約書
	様式11-1

	16
	誓約書
	暴力団排除に関する誓約書
	様式11-2

	17
	施設の位置図（広域図及び周辺地図）
	

	18
	施設の配置図、平面図、立面図
※ 方位、縮尺、各室の面積、廊下幅、扉・窓の開放部分等も平面図に記載すること。
※ 図面類はＡ３版に統一すること。
建物外部及び内部の現況写真（カラー写真）
※ 写真撮影位置を平面図等に示すこと。
	

	19
	施設が立地する土地の公図
※ 施設（併設施設を含む。）の形状を図示すること。
	

	20
	土地及び建物の全部事項証明書（登記簿謄本）（本体施設を含む。）
	

	21
	土地が借地の場合は賃貸借契約書及び地上権設定契約書の写し
	

	22
	土地又は建物に抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は、確実に解除が可能と確認できる書類
※ 既存施設整備時の借入に伴う抵当権は除く。
	

	23
	介護保険法等に基づく行政処分又は勧告の内容
※ 該当がない場合も必ず作成・提出すること。
	様式14

	24
	法人が受けた直近の社会福祉法人・施設指導監査及び介護保険サービス事業者等指導監査の結果通知並びにその改善事項に対する改善結果報告書
	

	25
	施設整備補助金に係る事業実績報告書及び額の確定通知書の写し（有料老人ホーム等の建設に補助金を受けている場合のみ）
	























②　（広域型）介護老人福祉施設 （併設する既存の短期入所生活介護からの転換）
	№
	書類名
	内容等
	様式

	1
	応募申請書
	所定の様式
	様式1

	2
	法人登記簿謄本
	①3か月以内に発行されたもの
②認可法人にあっては、法人設立認可証の写し
	

	3
	開設スケジュール
	設計、工事など開設までのスケジュール
	様式2

	4
	事業計画書
	法人の概要、建築計画など
	様式3

	5
	事業提案書
	提案する事業に対する運営内容がわかるもの
	様式4

	6
	資金計画書
	提案する事業の資金計画書
（補助金の交付がないものとして作成）
	様式5

	7
	資金収支見込書
	提案する事業の収支見込書（資金・収入・人件費など）
	様式6
様式6-1
様式6-2

	8
	管理者経歴書
	管理者の経歴
	様式7

	9
	決算書等
	①直近3年間の決算書類（貸借対照表、損益計算書）等
②補助金・融資・寄附等がある場合は過去3年間の内容
③損害賠償発生時に対応が可能である書類
（損害保険者証等の写し）
	

	10
	納税証明書
	国税、県税、市税の過去3年間の納税証明書（設立後に決算を迎えていない法人については、法人代表者の市税等に係る過去3年間の納税証明書）
	

	11
	就業規則等
	①就業規則
②雇入れ通知書（労働基準法施行規則第5条による書面）
（①、②については、（案）の提出も可）
	

	12
	利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	苦情の対応策などの体制
	様式8

	13
	従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
	従業者の勤務体制など
	様式9
様式9-1

	14
	誓約書
	介護保険法第86条第2項各号に該当しない旨の誓約書
	様式11-1

	15
	誓約書
	暴力団排除に関する誓約書
	様式11-2

	16
	令和７年度併設短期入所生活介護の広域型介護老人福祉施設転換計画書
	様式13

	17
	施設の位置図（広域図及び周辺地図）
	

	18
	施設の配置図、平面図、立面図
※短期入所生活介護の部分だけでなく、併設本体施設（広域型介護老人福祉施設）に係るものも添付すること。なお、転換しようとする短期入所生活介護の位置を明確に図示すること。
※ 方位、縮尺、各室の面積、廊下幅、扉・窓の開放部分等も平面図に記載すること。（居室及び共同生活室の面積や廊下幅等、施設基準に数の定めがあるものは、有効面積及び手すり部分を除いた幅等を併記すること。）
※ 図面類はＡ３版に統一すること。
	

	19
	部屋別面積表
※ 併設本体施設（広域型介護老人福祉施設）等も含めて作成し、転換対象部分を明示すること。（居室、共同生活室等面積基準があるものは有効面積を併記すること。）
	

	20
	建物外部及び内部の現況写真（カラー写真）
※ 写真撮影位置を平面図等に示すこと。
	

	21
	施設が立地する土地の公図
※ 施設（併設施設を含む。）の形状を図示すること。
	

	22
	土地及び建物の全部事項証明書（登記簿謄本）（本体施設を含む。）
	

	23
	土地が借地の場合は賃貸借契約書の写し
	

	24
	土地又は建物に抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は、確実に解除が可能と確認できる書類
※ 既存施設整備時の借入に伴う抵当権は除く。
	

	25
	介護保険法等に基づく行政処分又は勧告の内容
※ 該当がない場合も必ず作成・提出すること。
	様式14

	26
	直近１年間の短期入所生活介護の利用率計算の根拠となる資料
	

	27
	法人が受けた直近の社会福祉法人・施設指導監査及び介護保険サービス事業者等指導監査の結果通知並びにその改善事項に対する改善結果報告書
	

	28
	当該併設の広域型介護老人福祉施設における入所基準及びその運用状況が分かる資料（入所申込者の状況、入所検討委員会の議事録、委員名簿、過去１年間の開催状況が分かるもの等）
※ 個人情報に該当する箇所は黒塗り等すること。
	

	29
	施設整備補助金に係る事業実績報告書及び額の確定通知書の写し（短期入所生活介護の建設に補助金を受けている場合のみ）
	




③　看護小規模多機能型居宅介護 （複合型サービス）
	№
	書類名
	内容等
	様式

	1
	応募申請書
	所定の様式
	様式1

	2
	法人登記簿謄本
	①３か月以内に発行されたもの
②認可法人にあっては、法人設立認可証の写し
	

	3
	開設スケジュール
	設計、工事など開設までのスケジュール
	様式2

	4
	事業計画書
	法人の概要、建築計画など
	様式3

	5
	事業提案書
	提案する事業に対する運営内容が分かるもの
	様式4

	6
	資金計画書
	提案する事業の資金計画書
（補助金の交付がないものとして作成）
	様式5

	7
	資金収支見込書
	提案する事業の収支見込書（資金・収入・人件費など）
	様式6
様式6-1
様式6-2

	8
	管理者経歴書
	管理者の経歴
※実務経験証明書を添付。必要な研修を修了している場合は修了証書の写しも添付し、修了していない場合は受講の予定を記載すること。
	様式7

	9
	決算書等
	①直近3年間の決算書類（貸借対照表、損益計算書）等
②補助金・融資・寄附等がある場合は過去3年間の内容
③損害賠償発生時に対応が可能である書類
（損害証明書等の写し）
	

	10
	納税証明書
	国税、県税、市税の過去3年間の納税証明書（設立後に決算を迎えていない法人については、法人代表者の市税等に係る過去3年間の納税証明書）
	

	11
	就業規則等
	①就業規則
②雇入れ通知書（労働基準法施行規則第5条による書面）
（①、②については、（案）の提出も可）
	

	12
	施設計画概要
	①施設の位置図（広域図及び周辺地図）
②施設の配置図、平面図、立面図
（用途・面積を明示したA3版のもの）
	

	13
	土地関係書類
	①施設が立地する土地の公図（施設の形状を図示）
②土地登記簿謄本
③土地譲渡確約書（寄付、購入の場合）
④賃貸借契約（確約）及び地上権設定契約（確約）書
	

	14
	利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	苦情の対応策などの体制
	様式8

	15
	従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
	従業者の勤務体制など
	様式9
様式9-1

	16
	説明状況報告書
	開設予定地の地元自治会、近隣住民等に対しての説明状況
	様式10

	17
	誓約書
	介護保険法第78条の2第4項各号に該当しない旨の誓約書
	様式11-1

	18
	誓約書
	暴力団排除に関する誓約書
	様式11-2




９　提出方法等
　　提出する書類の様式は指定されています。市ホームページからダウンロードしてください。

⑴　提出部数　
・正本1部
・副本8部

　⑵　提出方法
・事前に「10　問い合わせ先及び提出先」へ電話予約の上、来庁してください。電話での予約がなく、担当者が不在の場合は、収受を保留とする場合があります。
・郵送による書類の受付はいたしません。

⑶　提出期限
令和７年１２月２３日（火）午後5時00分まで

⑷　提案にあたっての注意事項
①　提案書類は、個人情報や法人固有の情報が記載された不開示部分を除き、公文書開示請求の対象となります。
②　提出された書類は、原則返却できません。
③　提出期限を過ぎてからの差し替え及び再提出は、原則として認めません。
④　提案に要した費用については、提案者の負担とします。
⑤　提案の意思のない者が、質問書を提出することはできません。
⑥　やむを得ない理由等により、公募を行うことができないと市が判断した時は、公募を中止する場合があります。その場合においては、公募に関わる全ての経費は、市に請求できません。



１０　問い合わせ先及び提出先
　　　福祉部 福祉支援室 長寿介護課 経営係
　　　〒400-8585　　山梨県甲府市丸の内1-18-1
TEL　055-237-5473
E-mail　kaigohoken@city.kofu.lg.jp 





甲府市介護サービス指定候補事業者審査基準表
① 地域密着型特定施設入居者生活介護　（有料老人ホーム等からの転換）
	項目番号
	評価項目
	サービス区分
	ﾌﾟﾚｾﾞﾝ項目
	評価項目に対する具体的な内容
	着眼点

	1
	運営理念
	共通
	○
	今回の公募に応募した理由及び運営方針
	事業の実現性、目的及び運営方針など具体的に記載すること。

	2
	サービス種類ごとの評価
	個別
	○
	地域密着型特定施設サービス計画の作成
	※各項目ごとに、サービス提供事業者として事業に対する理解度及び提案内容について評価をしますので、できる限り詳細な記載をすること。

	
	
	
	
	看取り介護
	

	
	
	
	
	運営推進会議の設置及び活用に関する考え方
	

	3
	地域との連携
	共通
	○
	地域との連携
	地域の行事や奉仕活動への参加、事業所主催の催し等について、具体的に記載すること。

	
	
	
	
	地域住民に開かれた施設と認められるための方策
	地域住民への情報提供、ボランティア団体等の受入など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	医療機関との協力体制
	夜間時等の緊急対応、病院との連携や支援体制など具体的に記載すること。

	4
	事業運営
	共通
	
	事業計画と収支計画の適正性
	※別紙、提出書類内容により審査

	
	
	
	
	法人における長期的な経営能力
	

	5
	サービスの
質の確保
	共通
	
	人員基準に対する事業者の方針
	配置基準を踏まえ、配置基準を上回る人員の配置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	苦情・要望への対応
	対応するための措置、内容を踏まえた改善の取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	第三者評価に対する考え方
	評価結果を踏まえ、サービスの質の改善に向けた取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	介護サービス情報の公表
	具体的な公表手段を記載すること、

	
	
	
	
	市の指導・監督
	市の指導・監督による、サービスの質の改善など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	認知症ケア
	認知症の理解、認知症に対する方策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	自立支援に対する手法
	利用者の自主性を引き出すための手法など具体的に記載すること。
要介護状態の軽減、悪化防止の取り組みについて記載すること。

	
	
	
	
	利用者の心身の状況等の把握
	サービス担当者会議の役割等、利用者の把握について具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家族との連携等
	家族との交流の機会を確保するなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	内容及び手続きの説明及び契約の締結等
	利用申込者等に、サービスを選択するために必要な重要事項等の説明を行うなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	入居者の状態が悪化した場合の対応
	入居者の要介護状態が悪化した場合や医療的ケアが必要になった場合の対応について記載すること。

	
	
	
	
	家賃等に対する考え方
	家賃等の設定根拠について記載すること。

	
	
	
	
	入居者の受け入れに関する考え方
	募集方法、募集地域、入居者の要介護状況等について記載すること。

	6
	利用者の尊厳と権利擁護
	共通
	○
	職員の守秘義務
	業務上知り得た秘密を漏らすことがないような必要な措置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	高齢者虐待防止
	虐待についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	身体拘束廃止の取組み
	身体拘束についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	7
	利用者の
安全確保
	共通
	○
	衛生管理
	衛生管理体制の内容、感染症等が疑われる場合の対処など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	事故防止及び発生時の対応
	マニュアルの作成など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	利用者の防災対策
	防災計画（夜間想定訓練等）の作成など具体的に記載すること。

	8
	従事者関係
	共通
	
	人材確保と職員の育成
	離職の防止策やキャリアパス、接遇向上に関する取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	職員の健康管理とサービス提供時における職員の安全確保
	定期健診の実施、研修等の活用など具体的に記載すること。

	9
	施設整備面
	共通
	
	施設整備に対する事業者の方針
	設備基準を踏まえ、設備基準を上回る整備など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	環境や立地条件
	サービス提供を行う環境についての把握など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	施設の防災対策
	非常時に備えた対策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	安全で使いやすい施設環境に配慮する具体策
	ユニバ―サルデザインなど安全性の配慮など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家庭的な生活空間を取り入れるための工夫や地域住民への説明
	具体的に記載すること。

	10
	その他
	共通
	
	日常生活圏域での施設運営
	日常生活圏域内の状況把握、圏域における施設のあり方など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	現在までの福祉事業への関わり
	運営実績・経験など具体的に記載すること。


甲府市介護サービス指定候補事業者審査基準表
② （広域型）介護老人福祉施設　（併設する既存の短期入所生活介護からの転換）
	項目番号
	評価項目
	サービス区分
	ﾌﾟﾚｾﾞﾝ項目
	評価項目に対する具体的な内容
	着眼点

	1
	運営理念
	共通
	○
	今回の公募に応募した理由及び運営方針
	事業の実現性、目的及び運営方針など具体的に記載すること。

	2
	サービス種類ごとの評価
	個別
	○
	施設サービス計画の作成
	※各項目ごとに、サービス提供事業者として事業に対する理解度及び提案内容について評価をしますので、できる限り詳細な記載をすること。

	
	
	
	
	ユニット型又は従来型におけるサービス提供方法
	

	
	
	
	
	看取り介護
	

	3
	地域との連携
	共通
	○
	地域との連携
	地域の行事や奉仕活動への参加、事業所主催の催し等について、具体的に記載すること。

	
	
	
	
	地域住民に開かれた施設と認められるための方策
	地域住民への情報提供、ボランティア団体等の受入など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	医療機関との協力体制
	夜間時等の緊急対応、病院との連携や支援体制など具体的に記載すること。

	4
	事業運営
	共通
	
	事業計画と収支計画の適正性
	※別紙、提出書類内容により審査

	
	
	
	
	法人における長期的な経営能力
	

	5
	サービスの
質の確保
	共通
	
	人員基準に対する事業者の方針
	配置基準を踏まえ、配置基準を上回る人員の配置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	苦情・要望への対応
	対応するための措置、内容を踏まえた改善の取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	第三者評価に対する考え方
	評価結果を踏まえ、サービスの質の改善に向けた取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	介護サービス情報の公表
	具体的な公表手段を記載すること、

	
	
	
	
	市の指導・監督
	市の指導・監督による、サービスの質の改善など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	認知症ケア
	認知症の理解、認知症に対する方策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	自立支援に対する手法
	利用者の自主性を引き出すための手法など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	利用者の心身の状況等の把握
	サービス担当者会議の役割等、利用者の把握について具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家族との連携等
	家族との交流の機会を確保するなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	内容及び手続きの説明並びに同意
	利用申込者等に、サービスを選択するために必要な重要事項等の説明を行うなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	既存の短期入所生活介護の利用者に影響を及ぼさない配慮
	転換を行っても短期入所生活介護のニーズに対応できる体制の確保について、具体的に記載すること。

	6
	利用者の尊厳と権利擁護
	共通
	○
	職員の守秘義務
	業務上知り得た秘密を漏らすことがないような必要な措置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	高齢者虐待防止
	虐待についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	身体拘束廃止の取組み
	身体拘束についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	7
	利用者の
安全確保
	共通
	○
	衛生管理
	衛生管理体制の内容、感染症等が疑われる場合の対処など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	事故防止及び発生時の対応
	マニュアルの作成など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	利用者の防災対策
	防災計画（夜間想定訓練等）の作成など具体的に記載すること。

	8
	従事者関係
	共通
	
	人材確保と職員の育成
	離職の防止策やキャリアパス、接遇向上に関する取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	職員の健康管理とサービス提供時における職員の安全確保
	定期健診の実施、研修等の活用など具体的に記載すること。

	9
	施設整備面
	共通
	
	施設整備に対する事業者の方針
	設備基準を踏まえ、設備基準を上回る整備など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	環境や立地条件
	サービス提供を行う環境についての把握など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	施設の防災対策
	非常時に備えた対策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	安全で使いやすい施設環境に配慮する具体策
	ユニバ―サルデザインなど安全性の配慮など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家庭的な生活空間を取り入れるための工夫や地域住民への説明
	具体的に記載すること。

	10
	その他
	共通
	
	日常生活圏域での施設運営
	日常生活圏域内の状況把握、圏域における施設のあり方など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	現在までの福祉事業への関わり
	運営実績・経験など具体的に記載すること。



甲府市介護サービス指定候補事業者審査基準表
③ 看護小規模多機能型居宅介護　（複合型サービス）
	項目番号
	評価項目
	サービス区分
	ﾌﾟﾚｾﾞﾝ項目
	評価項目に対する具体的な内容
	着眼点

	1
	運営理念
	共通
	○
	今回の公募に応募した理由及び運営方針
	事業の実現性、目的及び運営方針など具体的に記載すること。

	2
	サービス種類ごとの評価
	個別
	○
	複合型サービス計画の作成
	※各項目ごとに、サービス提供事業者として事業に対する理解度及び提案内容について評価をしますので、できる限り詳細な記載をすること。

	
	
	
	
	法人等の事業運営に対する方針等が当該サービスの基本方針に沿っている
	

	
	
	
	
	利用者が安心してサービス提供を受けるための留意点
	

	
	
	
	
	サービス提供時における緊急事態への対応
	

	
	
	
	
	運営推進会議の設置及び活用に関する考え方
	

	3
	地域との連携
	共通
	○
	地域との連携
	地域の行事や奉仕活動への参加、事業所主催の催し等について、具体的に記載すること。

	
	
	
	
	地域住民に開かれた施設と認められるための方策
	地域住民への情報提供、ボランティア団体等の受入など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	医療機関との協力体制
	夜間時等の緊急対応、病院との連携や支援体制など具体的に記載すること。

	4
	事業運営
	共通
	
	事業計画と収支計画の適正性
	※別紙、提出書類内容により審査

	
	
	
	
	法人における長期的な経営能力
	

	5
	サービスの
質の確保
	共通
	
	人員基準に対する事業者の方針
	配置基準を踏まえ、配置基準を上回る人員の配置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	苦情・要望への対応
	対応するための措置、内容を踏まえた改善の取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	第三者評価に対する考え方
	評価結果を踏まえ、サービスの質の改善に向けた取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	介護サービス情報の公表
	具体的な公表手段を記載すること、

	
	
	
	
	市の指導・監督
	市の指導・監督による、サービスの質の改善など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	認知症ケア
	認知症の理解、認知症に対する方策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	自立支援に対する手法
	利用者の自主性を引き出すための手法など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	利用者の心身の状況等の把握
	サービス担当者会議の役割等、利用者の把握について具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家族との連携、家族介護者への配慮
	家族との交流の機会を確保するなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	内容及び手続きの説明並びに同意
	利用申込者等に、サービスを選択するために必要な重要事項等の説明を行うなど具体的に記載すること。

	6
	利用者の尊厳と権利擁護
	共通
	○
	職員の守秘義務
	業務上知り得た秘密を漏らすことがないような必要な措置など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	高齢者虐待防止
	虐待についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	身体拘束廃止の取組み
	身体拘束についての問題意識、取組み内容など具体的に記載すること。

	7
	利用者の
安全確保
	共通
	○
	衛生管理
	衛生管理体制の内容、感染症等が疑われる場合の対処など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	事故防止及び発生時の対応
	マニュアルの作成など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	利用者の防災対策
	防災計画（夜間想定訓練等）の作成など具体的に記載すること。

	8
	従事者関係
	共通
	
	人材確保と職員の育成
	離職の防止策やキャリアパス、接遇向上に関する取組みなど具体的に記載すること。

	
	
	
	
	職員の健康管理とサービス提供時における職員の安全確保
	定期健診の実施、研修等の活用など具体的に記載すること。

	9
	施設整備面
	共通
	
	施設整備に対する事業者の方針
	設備基準を踏まえ、設備基準を上回る整備など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	環境や立地条件
	サービス提供を行う環境についての把握など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	施設の防災対策
	非常時に備えた対策など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	安全で使いやすい施設環境に配慮する具体策
	ユニバ―サルデザインなど安全性の配慮など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	家庭的な生活空間を取り入れるための工夫や地域住民への説明
	具体的に記載すること。

	10
	その他
	共通
	
	日常生活圏域での施設運営
	日常生活圏域内の状況把握、圏域における施設のあり方など具体的に記載すること。

	
	
	
	
	現在までの福祉事業への関わり
	運営実績・経験など具体的に記載すること。
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